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　当協会のコミュニケーションマークは、千葉県「ＣＨＩＢＡ－ＫＥＮ」の頭文字
「Ｃ」と信用保証の英記である「ＣＲＥＤＩＴ　ＧＵＡＲＡＮＴＥＥ」の「ＣＧ」を使
いデザイン化しました。一点から始まる３つの曲線は、「中小企業者」「金融機関」

「保証協会」が一体となって発展するさまと、無限に広がる可能性をあらわしてい
ます。

　当協会のコミュニケーションカラーは、海に囲まれた千葉県を象徴する色とし
ての「青」と、県木である槙の木の「緑」をカラーとしました。「青」は、深い色の青と
し、底知れない可能性、深い洞察力を持ちたいとの思いから、「緑」は、新緑の緑と
し、発展の象徴と革新の気概を持ち続けたいとの思いをあらわしています。

【保証承諾】
　中小企業者からの保証申込を保証協会が応諾することを「保証承諾」といいます。
　諾否についてはその中小企業者の実態に即して、慎重に判断しています。

【代位弁済】
　保証協会が保証している金融機関の貸付金が、中小企業者の倒産などの事故により金融機関への返済が不
能となったとき、保証協会が中小企業者に代わり、金融機関に対してその金額（元本と利息）を支払うことを「代
位弁済」といいます。

【求償権】
　保証協会が中小企業者に代わり金融機関へ代位弁済をしたとき、代位弁済をした範囲内において、本来の債
務の弁済を請求できる権利を取得します。この権利を「求償権」といいます。

【責任共有制度】
　保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業者の事業意欲等を継続的に把握
し、融資実行、融資後における経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うこと等を目
的とし平成１９年１０月に導入されました。
　金融機関は、部分保証方式または負担金方式のいずれかを選択することになり、金融機関の負担割合は２
０％となります。どちらの方式を選択された金融機関を利用する場合でも、保証を利用されるお客さまにとって
違いはありません。
　ただし、政策的色合いの強い保証制度［経営安定関連保険特例（セーフティネット）１～ 4号・６号に係る保証、
災害関係保険特例に係る保証、創業関連保険特例または創業等関連保険特例に係る保証、特別小口保険に係
る保証、小口零細企業保証制度、求償権消滅保証、破綻金融機関等関連特別保証、東日本大震災復興緊急保
証］については、当面の間責任共有の対象外となっております。

【保証料率の弾力化】
　平成１８年４月から原則として普通保険（一般関係・特定信用状関連特例・経営承継関連特例・中小企業承継
事業再生関連特例）、無担保保険（一般関係・経営承継関連特例・中小企業承継事業再生関連特例）、特定社債
保険、特定支払契約保険を利用する全ての保証の保証料率が、お客さまの経営状況に応じて９カテゴリーに区
分されることになりました。このことを「保証料率の弾力化」といいます。
　経営内容に応じた保証料を負担いただくことによって、保証利用の機会拡大を図ることを目的としたもので
す。
　弾力化の対象となる保証の保証料率については、中小企業者の直前期決算（申告）で作成した財務諸表等を
ＣＲＤ（Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ　Ｄａｔａｂａｓｅ）協会の信用リスク評価システムに入力して決定されます。
　責任共有対象外の制度と責任共有の対象となる制度では保証料率が異なります。中小企業者の経営状況に
応じた９カテゴリーに区分（保証料率の弾力化）された保証料率は、以下のとおりとなります。
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